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Ⅰ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

 

 

人事委員会は、議会及び知事に対して、令和６年 10月８日、職員の給与等に関する報告及び勧

告を行った。 

その概要は以下のとおりである。 

 

【令和６年の職員の給与等に関する報告及び勧告の概要】 

 

１ 給与勧告の基本的考え方 

・ 職員の給与は、地方公務員法に基づき、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間

企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、

随時、適当な措置を講じなければならないとされている。 

・ 人事委員会勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置として、職員の給与を社会一般の情勢

に適応した適正なものとする機能を有するものであり、職員の給与水準を民間企業従業員の

給与水準と均衡させることを基本として行ってきている。 

 

２ 職員の給与と民間給与との比較 

企業規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人以上の民間事業所 1,929 のうち、無作為に抽

出した 384 事業所について、職種別民間給与実態調査を実施した。 

 

（１）月例給 

本年４月分の職員（行政職）の給与と民間企業従業員の給与とを、役職段階、学歴、年齢が

同等の者同士でそれぞれ対比させ、比較（ラスパイレス方式）したところ、民間給与が職員の

給与を１人当たり平均 12,023 円（3.30％）上回っていた。 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較 差（Ａ－Ｂ） 

376,461 円 364,438 円 12,023 円（3.30％） 

 

（２）特別給（ボーナス） 

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、

所定内給与月額の 4.61 月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間支給月数（4.50 月）

を上回っていた。 

 

３ 本年の給与改定 

本年の民間給与との較差の状況及び国の人事院勧告の内容等を総合的に勘案し、次のとおり

改定を行うことを勧告した。 
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（１）月例給 

① 給料表  

   ア 行政職給料表 

初任給を大卒 23,200 円、高卒 23,600 円引上げ、若年層に特に重点を置き、引上げ  

改定 

（平均改定率：１級 9.6％、２級 7.1％、３級 3.4％、４級 1.3％、５,６級 1.1％、      

７級1.2％、８～10級1.1％） 

   イ 行政職以外の給料表 

行政職給料表との均衡を考慮して引上げ 

 

② 初任給調整手当（医師・歯科医師） 

手当額を国に準じて引上げ 
 

（２）期末・勤勉手当 

年間の支給月数を 0.1月分引上げ（4.5月分→4.6 月分） 

引上げ分については、期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

（期末手当 2.45 月分→2.5 月分 勤勉手当 2.05 月分→2.1月分） 

   ＜一般職員の支給月数＞ 

 ６月期 １２月期 年間 計 

現
行 

 期末手当 1.225 月 1.225 月 2.45 月 4.5 月 

 勤勉手当 1.025 月 1.025 月 2.05 月  

改
定
後 

６年度 期末手当 1.225 月 1.275 月 2.5 月 4.6 月 

 勤勉手当 1.025 月 1.075 月 2.1 月 （+0.1 月） 

７年度 期末手当 1.25 月 1.25 月 2.5 月 4.6 月 

以降 勤勉手当 1.05 月 1.05 月 2.1 月 （+0.1 月） 

 

（３）改定の実施時期 

月例給：令和６年４月１日 

期末・勤勉手当：令和６年 12月１日 

 

４ 給与制度のアップデート 

本年、人事院は、①多様で有為な人材の確保、②職員の成長支援と組織パフォーマンスの向

上、③Well-being の実現に向けた環境整備といった人事管理上の重点課題に対し、給与面にお

いても、他の施策と相乗的な効果を上げることができるよう、給与制度について様々な側面か

ら包括的な見直し（アップデート）を行うこととし、報告及び勧告を行った。 

本委員会としては、本県においても、国と同様の人事管理上の重点課題があることを考慮し、

また、職員の給与は、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業従業員の給与等

との均衡を考慮して定めなければならないという地方公務員法の規定を踏まえ、国と同様に、

給与制度のアップデートを行うこととした。 
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（１）見直すべき事項 

国に準じて、以下の見直しを行う。 

① 人材の確保への対応 

   ア 行政職給料表 

主事・技師（１級・２級）について、公務における人材確保の困難性を踏まえ、１級

は平均9.6％、２級は平均7.1％の引上げを、本年４月に遡及して実施 

   イ 行政職以外の給料表 

行政職給料表との均衡を基本に見直し 

   ウ 通勤手当・単身赴任手当 

採用に伴い新幹線等（在来線の特急、高速自動車国道なども含まれる。以下同じ。）

の利用に係る通勤手当及び単身赴任手当の支給要件を満たした職員に対しても手当を

支給 

   エ 特定任期付職員の特別給制度 

特定任期付職員業績手当を廃止し、勤勉手当を支給 

 

② 組織パフォーマンスの向上 

   ア 役割・活躍に応じた処遇 

    (ｱ)  行政職給料表 

副主査～課長級（３級～７級）について、各級の初号近辺の号給をカットし、初号

の給料月額を引上げ 

次長級～部長級（８級～10級）について、昇格による給与上昇を基本とし、成績優

秀者は昇給により更なる給与上昇となるよう職責重視の給料体系に見直し 

    (ｲ) 行政職以外の給料表 

行政職給料表との均衡を基本に見直し 

    (ｳ) 管理職員特別勤務手当 

      a  平日深夜に係る支給対象時間帯を午後 10時から午前５時までに拡大 

      b 平日深夜に係る支給対象職員に特定任期付職員及び第一号任期付研究員を追加 

    (ｴ) 勤勉手当の成績率 

成績率の上限を、平均支給月数の３倍に引上げ 

   イ 円滑な配置等への対応 

    (ｱ)  通勤手当 

      a  支給限度額を１か月当たり 150,000 円に設定 

      b 支給限度額の範囲内で、新幹線等の利用に係る特別料金等の全額を支給 

      c 新幹線等の利用により通勤時間が片道当たり 30 分以上短縮されることを求める

要件を廃止 

d  育児、介護等のやむを得ない事情により転居して新幹線等による通勤を必要とす 

る職員に対しても手当を支給 

    (ｲ) 定年前再任用短時間勤務職員の給与 

地域手当（千葉県内に在勤する医師又は歯科医師である職員に支給するもの）、 住居

手当及び特地勤務手当（同手当に準ずる手当を含む。）を新たに支給 
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③ ワークスタイルやライフスタイルの多様化への対応 

・扶養手当 

配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る手当額を 13,000 円に引き上げる見直し 

を段階的に実施 

（単位：円） 

年度 

扶養親族 
令和６年度 令和７年度 令和８年度以降 

配
偶
者 

行政職給料表７級以下 6,500 3,000 (支給しない) 

行政職給料表８級 3,500 (支給しない) (支給しない) 

子 10,000 11,500 13,000 

（注）「行政職給料表７級」及び「行政職給料表８級」には、これらに相当する職務の級を

含む。 

 

④ 改定の実施時期等 

・ 令和７年４月１日（①アについては令和６年４月１日） 

・ 扶養手当の見直しは、令和８年４月までに段階的に実施 

 

（２）地域手当 

人事院は本年の勧告において、地域手当に係る支給地域の単位、級地区分等について見

直すこととしている。 

本県の地域手当については、現行制度の下で職員給与と民間給与が本年の改定により均

衡することから、直ちに見直すことは要しないものの、地方公務員の地域手当に係る国の

考え方等を考慮しつつ、今後の民間給与の動向などを踏まえて、引き続き慎重に検討して

いく必要がある。 

 

５ 在宅勤務等手当 

国においては、在宅勤務等を中心とした働き方をする職員を対象とした在宅勤務等手当を 

令和６年度から支給することとした。当該手当は、職員の光熱・水道費等の費用負担を軽減する

ことにより在宅勤務を選択しやすいものとし、多様で柔軟な働き方の推進に資するものでもあ

ることから、国に準じた手当を令和７年度から新設する必要がある。 

 

６ 教員の処遇改善について 

本年８月に公表された中央教育審議会の答申の中で、教師の処遇改善として、教職調整額の率

を現在の４％から 10％以上とすること等が示されていることから、今後も国の動向を注視する

必要がある。 

答申においては、職務や勤務の状況に応じた給与体系の構築が必要と言及されており、このよ

うな中、教育委員会から、再任用教諭や臨時的に任用される教員の処遇改善に係る意見書が提

出されたところである。 
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特に、再任用教諭については、学校運営の中心的な役割を果たす機会が増え、その職責が  

再任用制度導入時から変化してきているという状況や、他の地方公共団体の同種の職員の給与

等を考慮して、給料月額について、令和７年度から見直すことが適当である。 

 

７ 人事行政諮問会議の中間報告について 

人事行政諮問会議の中間報告において、政策の企画や立案、高度な調整等を担う職員の早期 

選抜や給与処遇の在り方の問題への対応策として、職務をベースとした人事制度・運用と適切 

な報酬水準の設定が挙げられ、人事院として検討を進めていくこととしていることから、今後 

の国の動向を注視していく必要がある。 
 

８ 公務運営に関する報告 

地方公務員法第８条の規定により、勤務時間等の勤務条件、その他職員に関する制度につい

て、次のとおり報告を行った。 

（１）多様で有為な人材の確保のための採用制度改革 

多様で有為な人材を公務に誘引し、その確保に取り組むことが重要であることから、今後と

も、広報活動を一層強化するとともに、最適な試験制度の構築に取り組み、民間人材の活用も

含めた人材確保を図っていく必要がある。 

① 広報活動の充実・強化 

大学、民間の就職説明会の増加等に加え、職員が面談によりやりがいを伝える「千葉県

職員しごとナビゲーター制度」を創設し、情報発信の強化に努めている。 

② 民間人材の採用や企業研修による民間の知見の活用 

ＤＸの推進をはじめ、民間の知見の活用が重要となる中、副業人材の採用を進めるとと

もに、職員の派遣研修を推進しているところであり、今後もこれらの取組等により、民間

の知見を庁内で共有していくことが必要である。 

③ 試験制度改革 

技術系職種の受験者拡大のため、教養試験を廃止したほか、ＳＰＩを導入することとし

ており、今後も、受験者を増やし有為な人材の確保につながる試験制度となるよう適切な

見直しを行う必要がある。 

④ 多様な人材に応じた採用の機会拡充・推進 

従来の障害者雇用、就職氷河期世代採用に加え、退職した職員の再採用制度は、即戦力

の確保や職員の多様で柔軟な働き方の推進の観点から有効であり、積極的な活用を進める

ことが必要である。 

 

（２）職員個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上施策 

① 職員の自律的なキャリア形成・主体的な学びの促進 

職員のモチベーションや組織へのエンゲージメントを高めるには、対話を通じた職員

の意向把握やデジタル技術の活用により、個々の職員の希望を考慮した人事配置を行う

ことが望ましい。 

自らの意思に基づく活躍の機会の提供やオンボーディングの充実によるサポート環境

の整備などが必要である。 

職員の自律的なキャリア形成の支援により主体的な学びが促進され、仕事に活かされ 
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ることで多様なキャリアパスにつながり、それが更なる成長の意欲となる「学びと仕事 

の好循環」を形成させていくことが重要である。 

② 組織パフォーマンス向上に資する人事管理の推進 

組織がパフォーマンスを最大限に発揮するためには、職員個人の成長を組織としての

課題解決能力の向上につなげていくためのきめ細かい人事管理がますます重要になる。 

人事評価制度について、公正性、納得性を一層高めるとともに、評価結果の人事管理へ

の活用をより適切にしていく必要がある。さらに、時代の変化に対応できる戦略的な人

材育成の道筋を職員に示すとともに、対話の実施により、一人ひとりのキャリアビジョ

ンを職員と組織で共有するなど、伴走型のマネジメントを更に進めることが重要である。 

 

（３）勤務環境の整備 

① 総労働時間の短縮 

ア 長時間労働の是正 

長時間労働の是正に向けて、管理監督者の下、職員一人ひとりが業務内容を整理・分

析し、優先順位の明確化や取捨選択等を行い、業務改善の意識を持って取組を進めるこ

とが必要である。 

管理監督者は職員の勤務時間を適正に管理し、業務配分に配慮するなどマネジメン

トの強化を図ることが求められる。 

また、ＲＰＡや生成ＡＩといったＩＣＴツールも活用し、業務の見直しや効率化を推

し進め、職員の負担を軽減していくことが必要である。 

これらの取組を進めてもなお恒常的に長時間の時間外勤務を命じざるを得ない場合に

は、業務量に応じた柔軟な人員配置と必要な人員の確保に努める必要がある。 

イ 多忙な教職員への対応 

学校・教師が担う業務の適正化を更に進めるとともに、教師が自らの教育活動に安心

して専念できる体制整備が重要である。 

引き続き「学校における働き方改革推進プラン」に基づく取組を進めるとともに、部

活動改革の着実な推進、行事や会議などの精選・縮減を図る等の取組が必要である。 

ウ 年次休暇の取得促進 

職員が年５日以上の年次休暇を確実に取得できるよう、また、更なる取得促進に向け、

休暇を取得しやすい環境づくりに取り組んでいく必要がある。 

② 職員の健康管理 

ア メンタルヘルスに関する取組の充実 

メンタルヘルスプランに基づく予防や早期発見、早期対応のための取組を推し進め

るほか、長期病休者にはきめ細やかな職場復帰支援を行うことも必要である。 

イ 長時間勤務を行った職員への適切な対応 

医師の面接指導が重要であることを十分認識し、該当職員の面接指導を適切に実

施する必要がある。 

ウ 安全衛生管理体制の充実等 

産業医との連携や衛生委員会の適切な運営などにより、職員が健康で安全に働くこ 

とのできる職場環境づくりを進めていく必要がある。 
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③ 誰もが働きやすい勤務環境の実現 

ア 仕事と家庭の両立支援 

育児休業等の取得率向上に努めるとともに、職員の理解促進や代替職員の確保など、 

取得しやすい勤務環境の整備が必要である。 

職員が安心して看護休暇等を取得できるよう、介護についての理解を深め、業務に関す 

る情報の共有化などの取組を引き続き推進していくことが必要である。 

イ 多様で柔軟な働き方の推進 

職員がフレックスタイム制などの制度を活用しやすい環境づくりに努めていく必要が 

ある。 

ウ 障害のある職員の活躍を推進するための環境整備 

障害のある職員が能力や適性を十分発揮できる環境の整備が重要である。 

④ ハラスメント防止対策の推進 

研修等により全ての職員の意識啓発を継続的に実施するとともに、管理監督者において 

は風通しの良い職場環境の醸成などハラスメントのない職場づくりを推進する必要がある。 

また、県民等からの著しい迷惑行為から職員を守る責務があることや過度な要求に対して

は毅然とした対応が求められることについて、職員への啓発を進めていく必要がある。 

 

（４）コンプライアンスの徹底 

厳正な服務規律の保持について徹底を図るとともに、研修等の様々な機会を通じて職員への 

定期的・継続的な意識啓発に取り組む必要がある。 

また、不正が発生しないための仕組みづくりや、不正に気付いた際に通報・相談できる窓口 

の周知などの取組も必要である。 

 

（５）高齢層職員の能力及び経験の活用 

定年引上げの開始により、定年前の高齢層職員が今後増加していく中で、任用に当たっては、 

その能力や経験を活用して班長等に配置し、中堅職員の負担軽減による組織活力の維持向上を 

図ることなどにより、県庁全体が組織のパフォーマンスを最大限発揮することで、公務能率や 

県民サービスの向上につなげていくことが求められる。 
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＜参 考＞ 

 

１ 月例給（行政職）の改定の内訳 
 

区 分 改定額（率） 

給料の月額 10,989 円 （3.02％） 

はね返り分等 1,025 円 （0.28％） 

計 12,014 円 （3.30％） 

  

 

 

 

 

 

２ 職員（行政職）の平均年間給与額 
 

現 行（Ａ） 改定後（Ｂ） 改定による増加額（Ｂ－Ａ） 

5,960,538 円 6,204,037 円 243,499 円 

※ 平均年齢 38.7 歳 

 

３ 勧告による人件費への影響額 

約 161億円 

※ 一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く）の計 

（令和６年度９月補正後予算ベース） 

 

４ 職員のモデル給与例（行政職） 

               

役職 年齢 
勧告前 勧告後 改定額 

月例給 年間給与 月例給 年間給与 月例給 年間給与 

主 事 25 歳 241 3,984 264 4,387 23 403 

主 査 40 歳 380 6,449 385 6,572 5 123 

課 長 55 歳 570 9,292 576 9,443 6 151 

  

 

 

 

  

（注）１ 給料表の改定額は 3,300 円～26,300 円 

２ 「はね返り分等」は、給料の月額を算定基礎としている地域手当及び農林

漁業普及指導手当における給料の月額の改定に伴う増減（はね返り）分 

及び初任給調整手当の改定に伴う増減分 

（単位：千円） 

（注）モデル給与例の月例給及び年間給与は、給料、地域手当（9.2％）、管理職手当

を基礎に算出 
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（給与条例の改正） （勧告の取扱い決定） 

民間給与の調査 
 

・企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上の

事業所を実地調査 

・母集団 1,929 事業所のうち、無作為抽出した 

384 事業所を調査 

 従業員別調査 
 

令和６年４月分給与 

約 10,800 人分を調査 

職員給与の調査 

事業所別調査 
 

給与改定・諸手当制度 

ボーナス等を調査 

個人別調査 
 

令和６年４月分給与 

全職員対象約 51,800 人 

（うち行政職約 9,500 人） 

職員（行政職）及び民間のボーナスの

支給月数、各種手当等を比較 

職員（行政職）と民間の月例給について役職・

年齢・学歴が同種・同等の者同士を比較 

（ラスパイレス方式） 

給与改定、諸手当制度の見直しの検討 

人 事 委 員 会 給 与 勧 告 

情勢適応の原則・均衡の原則 

県 議 会 知 事 

他都道府県の   

職員給与との均衡 
国家公務員給与

との均衡 

条例案提出 

５ 近年の改定状況 

 

月例給の改定額（率） 

期末・勤勉手当 

改定月数 
支給月数 

（改定後） 

平成 27年 3,223 円 (0.85％) 0.10 月 4.20 月 

28 年 868 円 (0.23％) 0.10 月 4.30 月 

29 年 1,248 円 (0.33％) 0.10 月 4.40 月 

30 年 712 円 (0.19％) 0.05 月 4.45 月 

令和元年 566 円 (0.15％) 0.05 月 4.50 月 

２年 －  △0.05 月 4.45 月 

３年 －  △0.15 月 4.30 月 

４年 1,198 円 (0.33％) 0.10 月 4.40 月 

５年 4,307 円 (1.19％) 0.10 月 4.50 月 

６年 12,014 円 (3.30％) 0.10 月 4.60 月 

 

６ 給与勧告制度の流れ 
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Ⅱ 職員の競争試験及び選考の状況 

  

１．採用試験 

  令和６年度においては、上級、中級、初級、資格免許職、市町村立学校事務中級、市町村立学校事務初

級、警察官の各試験を次のとおり実施した。 

 

（１）採用試験の実施日程 

試験 

区分 

試験 

職種 
年齢要件 

受験案内 

配布開始 
受付期間 

第１次 

試験日 

第１次試験 

合格発表日 

第２次 

試験日 

最終合格者 

発表日 

職員採用上級試験 

（一般行政A） 

平成6.4.2 

～平15.4.1 

 生まれの者 

4.19(金) 

4.19(金) 

～ 

5.13(月) 

6.16(日) 6.26(水) 

7.10(水) 

～ 

8.2(金) 

8.27(火) 

職員採用上級試験 

（一般行政B） 

平元.4.2 

～平12.4.1 

 生まれの者 

4.19(金) 

4.19(金) 

～ 

5.13(月) 

6.16(日) 6.26(水) 

7.10(水) 

～ 

8.2(金) 

8.27(火) 

職員採用上級試験 

（上記以外の職種） 

平元.4.2 

～平15.4.1 

 生まれの者 

4.19(金) 

4.19(金) 

～ 

5.13(月) 

6.16(日) 6.26(水) 

7.10(水) 

～ 

8.2(金) 

8.27(火) 

職員採用中級試験 平6.4.2 

～平17.4.1 

 生まれの者 

7.9(火) 

7.25(木) 

～ 

8.19(月) 

9.29(日) 10.16(水) 

10.29(火) 

～ 

11.19(火) 

12.9(月) 市町村立学校事務 

職員採用中級試験 

職員採用初級試験 平15.4.2 

～平19.4.1 

 生まれの者 

7.9(火) 

7.25(木) 

～ 

8.19(月) 

9.29(日) 10.16(水) 

10.29(火) 

～ 

11.19(火) 

12.9(月) 市町村立学校事務 

職員採用初級試験 

 

 

 

資 

格 

免 

許 

職 

職 

員 

採 

用 

試 

験 

 

獣 医 師 

平元.4.2 

～平13.4.1 

 生まれの者 

4.19(金) 

4.19(金) 

～ 

5.13(月) 

6.16(日) 6.26(水) 

7.10(水) 

～ 

8.2(金) 

8.27(火) 

薬 剤 師 

平元.4.2 

～平13.4.1 

 生まれの者 

保 健 師 

平元.4.2 

～平16.4.1 

 生まれの者 

管理栄養士 

平元.4.2 

～平15.4.1 

 生まれの者 

保 育 士 

平元.4.2 

～平17.4.1 

 生まれの者 

7.9(火) 

7.25(木) 

～ 

8.19(月) 

9.29(日) 10.16(水) 

10.29(火) 

～ 

11.19(火) 

12.9(月) 

臨床検査技師 

平元.4.2 

～平16.4.1 

 生まれの者 

栄 養 士 

平元.4.2 

～平17.4.1 

 生まれの者 

司   書 

平元.4.2 

～平17.4.1 

 生まれの者 
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試験 

区分 

試験 

職種 
年齢要件 

受験案内 

配布開始 
受付期間 

第１次 

試験日 

第１次試験 

合格発表日 

第２次 

試験日 

最終合格者 

発表日 

警

察

官

採

用

試

験 

第

１

回 

警察官Ａ 

（男性） 

平3.4.2 

以降生まれ 

の男性 
 

 

 

 

 

3.8(金) 

 

 

 

 

 

 

 

3.8(金) 

～ 

4.10(水) 

 

 

5.12(日) 

 

5.23(木) 

 

5.31(金) 

～ 

6.14(金) 

 

8.2(金) 

警察官Ａ 

（女性） 

平3.4.2 

以降生まれ 

の女性 

警察官Ｂ 

（男性） 

平6.4.2 

～平18.4.1 

生まれの 

男性 

警察官Ｂ 

（女性） 

平6.4.2 

～平18.4.1 

生まれの  

女性 

第

２

回 

警察官Ａ 

（男性） 

平3.4.2 

以降生まれ 

の男性 
 

 

 

 

 

7.2(火) 

 

 

 

 

 

 

 

7.2(火) 

～ 

8.20(火) 

 

 

9.22(日) 

 

10.3(木) 

 

10.15(火) 

～ 

10.28(月) 

12.19(木) 

警察官Ａ 

（女性） 

平3.4.2 

以降生まれ 

の女性 

警察官Ｂ 

（男性） 

平6.4.2 

～平19.4.1 

生まれの 

男性 

警察官Ｂ 

（女性） 

平6.4.2 

～平19.4.1 

生まれの  

女性 
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（２）採用試験の方法 

教養試験
択一式

専門試験
択一式

体格・
体力検査

論文試験
記述式

作文試験
記述式

口述
試験

適性
検査

身体
検査

体格・
体力検査

一般行政A ○ ○ － ○ － ○ ○ － －

一般行政B ○ － － ○ － ○※ ○ － －

心　　理

児童指導員

農　　業

林　　業

水　　産

畜　　産

農業土木

土　　木

建　　築

化　　学

電　　気

機　　械

一般行政

警察事務

市町村立学校事務

土木 － ○ － ○ － ○ ○ － －

一般行政

県立病院事務

警察事務

市町村立学校事務

農業土木

土　　木

電　　気

機　　械

獣　医　師

薬　剤　師

保健師

管理栄養士

保　育　士

臨床検査技師

栄　養　士

警察官Ａ(男性) ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○

警察官Ａ(女性) ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○

警察官Ｂ(男性) ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○

警察官Ｂ(女性) ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○
教養試験：職員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験（技術・資格免許職は教養試験なし）

専門試験：試験職種に応じた専門的な知識・技術・能力等についての筆記試験（一般行政Bは専門試験なし）

論文試験：課題についての判断力、専門的知識、文章による表現力、文章構成力その他の能力についての筆記試験

　　　　　（児童指導員は論文試験なし）

作文試験：文章による表現力、課題に対する理解力その他の能力についての筆記試験

体格・体力検査：職務遂行上必要な体格と体力についての検査

口述試験：主として人柄・性向等についての試験。※一般行政Bはプレゼンテーションを含む。

適性検査：職務遂行上必要な素質・性格についての（質問紙法・作業検査法）検査

身体検査：健康状態についての医学的検査及びこれに付随するその他の検査

第　１　次　試　験
第１次試験実施
だが２次試験と

して評価
第　２　次　試　験

試験区分・試験職種
（試験の程度）

中級
（短大・高専卒程度）

○ ○ － ○ － ○ ○ － －

○ － － － ○ ○ ○ － －

－ ○ － － － ○ ○ － －

資格免許職
（大学卒程度）

資格免許職
（短大・高専卒程度）

司　　　書

警察官
（大学卒程度）

警察官
（高校卒程度）

上級
（大学卒程度）

－ ○ －
○

児童指導員
を除く

－ ○ ○ － －

初級
（高校卒程度）

－ ○ － － － ○ ○ － －
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（３）採用試験の実施状況                    ―は採用試験が行われなかった職種 

 

 

  

採用予定数
（人）

申込者数
A（人）

第１次受験者数
B（人）

第１次合格者数
C（人）

最終合格者数
D（人）

合格倍率
B/D（人）

一般行政A 105 913 571 372 224 2.5 
一般行政B 25 194 118 116 52 2.3 
心理 36 73 62 61 44 1.4 
児童指導員 50 53 36 35 27 1.3 
農業 25 71 56 54 32 1.8 
林業 20 46 34 32 18 1.9 
水産 10 28 21 21 13 1.6 
畜産 6 15 11 11 5 2.2 
農業土木 10 22 19 19 13 1.5 
土木 60 89 52 50 27 1.9 
建築 17 25 13 13 7 1.9 
化学 14 27 23 23 10 2.3 
電気 18 15 8 8 6 1.3 
機械 10 14 8 8 5 1.6 

計 406 1,585 1,032 823 483 2.1 
一般行政 27 208 110 94 37 3.0 
警察事務 24 145 81 70 30 2.7 
農業土木 － － － － － －
土木 2 3 2 1 1 2.0 

計 53 356 193 165 68 2.8 
一般行政 105 677 560 450 251 2.2 
県立病院事務 1 2 2 2 2 1.0 
警察事務 16 131 115 67 30 3.8 
農業 － － － － － －
林業 － － － － － －
農業土木 2 6 4 3 3 1.3 
土木 13 42 36 36 28 1.3 
化学 － － － － － －
電気 5 9 9 9 4 2.3 
機械 4 5 5 5 4 1.3 

計 146 872 731 572 322 2.3 
15 53 33 31 21 1.6 
36 146 126 126 73 1.7 
51 199 159 157 94 1.7 

獣医師 24 28 24 24 11 2.2 
薬剤師 7 35 29 28 19 1.5 
薬剤師（病院局） 4 9 6 6 5 1.2 
保健師 19 42 35 35 27 1.3 
管理栄養士 5 89 69 21 10 6.9 
管理栄養士（病院局） 1 19 16 5 2 8.0 
保育士 50 42 27 27 19 1.4 
臨床検査技師 5 16 13 13 9 1.4 
栄養士 3 41 31 10 4 7.8 
司書 5 75 55 15 6 9.2 

計 123 396 305 184 112 2.7 
第１回

警察官Ａ(男性) 161 608 429 399 227 1.9 
警察官Ａ(女性) 45 213 160 153 97 1.6 
警察官Ｂ(男性) 50 555 439 238 118 3.7 
警察官Ｂ(女性) 10 184 134 98 49 2.7 

計 266 1,560 1,162 888 491 2.4 
第２回

警察官Ａ(男性) 20 278 135 98 26 5.2 
警察官Ａ(女性) 15 118 61 59 17 3.6 
警察官Ｂ(男性) 144 649 399 351 165 2.4 
警察官Ｂ(女性) 30 241 150 139 48 3.1 

計 209 1,286 745 647 256 2.9 
県内計

警察官Ａ(男性) 181 886 564 497 253 2.2 
警察官Ａ(女性) 60 331 221 212 114 1.9 
警察官Ｂ(男性) 194 1,204 838 589 283 3.0 
警察官Ｂ(女性) 40 425 284 237 97 2.9 

計 475 2,846 1,907 1,535 747 2.6 
県外

警察官Ａ(男性) 12 9 7 3 3.0 
警察官Ｂ(男性) 20 45 36 11 4.1 

計 32 0 54 43 14 3.9 
警察官計 507 2,846 1,961 1,578 761 2.6 

1,286 6,254 4,381 3,479 1,840 2.4 

試験区分・試験職種

市町村立学校事務中級

市町村立学校事務初級

　　　計

総　　　計

中
級
試
験

上
級
試
験

初
級
試
験

資
格
免
許
職

警
察
官
試
験
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２．採用選考 

  任用規則の規定に基づき、令和６年度は次のとおり採用選考を行った。（任命権者へ委任したもの 

を除く。） 

 

３．昇任選考 

  任用規則の規定に基づき、令和６年度は次のとおり昇任選考を行った。（任命権者へ委任したもの 

を除く。） 

給料表（区分）

任命権者

知　　事 1,012 23 75 2 36 6 1,154

病院局長 33 1 145 179

企業局長 151 151

県議会議長 12 12

教育委員会 245 10 2 2 259

選挙管理委員会 3 3

代表監査委員 13 13

人事委員会 8 8

海区漁業調整委員会

警察本部長 136 1 3 287 427

計 1,613 25 230 7 287 36 8 2,206

行政職 研究職 医療職 海事職 公安職 福祉職
単純労務
職　　員

合計

 

  

給料表

任命権者

知　　事 125 14 9 1 24 173

病院局長 2 111 113

企業局長 1 1

県議会議長

教育委員会 111 4 1 5 121

選挙管理委員会

代表監査委員

人事委員会

海区漁業調整委員会

警察本部長 9 5 1 15 30

計 248 23 120 3 29 15 438

行政職 研究職 医療職 海事職 福祉職 公安職 合計
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Ⅲ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況 
 

 

 地方公務員法第46条の規定により、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件について、地方公共団体

の当局が適当な措置を執るよう要求があった場合、同法第47条の規定により、必要な審査を行い、その  

結果に基づいて判定し、必要に応じて当局に対し勧告等を行うものである。 

令和６年度における措置の要求の処理状況及び件数は次のとおりである。 

 

１．令和６年度における措置の要求の処理状況 

 

事件番号 要求者 要求事項 要求年月日 
処理状況（R7.3.31現在） 
※( )内は令和6年度中の動き 

令和６年審甲第１号 警察官 
時間外勤務手当を支給
すること 

R6.4.14 係 属 中 

令和６年審甲第２号 公立学校教員 

産 業 医 選 任 ・ 衛 生  
委員会設置など、労働
安全衛生体制を整備 
すること 

R6.4.24 係 属 中 

令和６年審甲第３号 公立学校教員 

ノー部活タイムを設定
した曜日の休養日と 
されていない時間帯の
合計活動時間に関して
周知すること等 

R6.4.28 係 属 中 

令和６年審甲第４号 公立学校教員 

顧問が部活動指導を 
行わない場合がある 
ことを保護者に説明 
すること 

R6.4.28 係 属 中 

令和６年審甲第５号 公立学校教員 
16時以降に行事や会議
などを設定しないこと
等 

R6.5.27 係 属 中 

令和６年審甲第６号 公立学校職員 

人 事 評 価 結 果 を   
是正し、４号給の昇給
と勤勉手当の中位の 
成績率での支給を行う
こと 

R6.7.1 係 属 中 

令和６年審甲第７号 公立学校教員 
時間外勤務に対して 
勤務時間の割振り変更
を行うこと等 

R6.11.2 
取 下 げ 

 R6.11.20 交渉の勧奨 
 R6.12.22 取下げ 

令和６年審甲第８号 公立学校教員 

衛 生 委 員 会 の 毎 月  

開催・議事概要の周知

を行うこと等 

R6.12.20 係 属 中 
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２．勤務条件に関する措置の要求の件数 

 

件 数 

 区 分 

令和 5 年度末現在 令和 6 年度 令和 6 年度末現在 

未処理件数 措置要求件数 処理件数 未処理件数 

給与 0 2 0 2 

旅費 0 0 0 0 

勤務時間 0 2 1 1 

休暇 0 0 0 0 

執務環境 0 2 0 2 

転任 0 0 0 0 

ハラスメント 0 0 0 0 

その他 0 2 0 2 

合  計 0 8 1 7 

 

 

Ⅳ 不利益な処分についての審査請求の状況 
 

 地方公務員法第49条から第51条までの規定により、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた 

職員から不利益処分に関する審査請求があった場合、人事委員会が必要な審査を行い、その結果に 

基づいて、その不利益処分を承認し、修正し、又は取り消し、及びこれに伴う必要な措置を行わせること

によって職員の身分保障を確保しようとするものであり、準司法的な手続による事後審査の制度である。 

 令和６年度における審査請求の処理状況及び件数は次のとおりである。 

 

１．令和６年度における審査請求の処理状況 

 

事件番号 請求者 請求事項 処分者 
処理状況（R7.3.31現在） 
※( )内は令和6年度中の動き 

(1) 

昭和49年審乙 

第36,37号 

(4.27教員事案) 

公立学校教員

２人 

(当初39人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(2) 

昭和50年審乙 

第12,13,15,18,19,22, 

25,36号 

(4.11等教員事案) 

公立学校教員

８人 

(当初35人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(3) 

昭和51年審乙 

第12,13,15,21,22,24号 

(12.10等教員事案) 

公立学校教員

６人 

(当初24人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(4) 

昭和53年審乙 

第10,12,14号 

(4.15等教員事案) 

公立学校教員

３人 

(当初13人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(5) 

昭和54年審乙 

第5,7,9,11,12号 

(5.31教員事案) 

公立学校教員

５人 

(当初12人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(6) 

昭和55年審乙 

第3号 

(4.25教員事案) 

公立学校教員

１人 

(当初３人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(7) 

昭和56年審乙 

第3～5,7,8号 

(4.16教員事案) 

公立学校教員

５人 

(当初12人) 

懲戒（減給、 

戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 
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事件番号 請求者 請求事項 処分者 
処理状況（R7.3.31現在） 
※( )内は令和6年度中の動き 

(8) 

昭和57年審乙 

第4～6,8号 

(6.4等教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初11人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(9) 

昭和58年審乙 

第11,12,14号 

(12.16等教員事案) 

公立学校教員

３人 

(当初８人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(10) 

昭和59年審乙 

第1,2,4,6号 

(10.7教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(11) 

昭和60年審乙 

第1,3～5号 

(10.26教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（停職、 

減給） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(12) 

昭和61年審乙 

第1,3～5号 

(4.17教員事案) 

公立学校教員

４人 

(当初９人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(13) 

平成元年審乙 

第13,16～18,20,21号 

(5.24教員事案) 

公立学校教員

６人 

(当初10人) 

懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 

(14) 令和 5 年審乙第 1 号 警察官 
懲戒（免職） 

処分取消 

千葉県警察

本部長 

裁   決 

（R7.3.17 処分承認） 

(15) 令和 5 年審乙第 2 号 公立学校教員 
懲戒（戒告） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 

取 下 げ 

（R6.10.31 取下げ） 

(16) 令和 6 年審乙第 1 号 公立学校教員 
懲戒（免職） 

処分修正 

千葉県教育

委員会 

取 下 げ 

（R6.7.4 取下げ） 

(17) 令和 6 年審再第 1 号 公立学校職員 裁決修正 
千葉県人事

委員会 

判   定 

（R7.1.27 却下） 

(18) 
令和 6 年 7 月 24 日  

付け審査請求 
公立学校職員 

兼業不許可 

処分取消 

松戸市教育

委員会 

却   下 

（R6.9.17 却下） 

(19) 令和 7 年審乙第 1 号 公立学校教員 
分限（休職） 

処分取消 

千葉県教育

委員会 
係 属 中 
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２．不利益処分に関する審査請求の件数 

 

件 数 

 区 分 

令和 5 年度末現在 令和 6 年度 令和 6 年度末現在 

未処理件数 審査請求件数 処理件数 未処理件数 

分
限
処
分 

降給 0 0 0 0 

降任 0 0 0 0 

休職 0 1 0 1 

免職 0 0 0 0 

懲
戒
処
分 

戒告 28 0 1 27 

減給 24 0 0 24 

停職 4 0 0 4 

免職 1 2 3 0 

そ
の
他 

転任処分 0 0 0 0 

訓告処分 0 0 0 0 

その他 0 1 1 0 

合  計 57 4 5 56 

 

 


